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新型コロナウイルスワクチン接種実施計画（今後の見通し等）について 

 

 

１ 概要 

新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる

限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図るため、

予防接種法及び国の基準に基づき、対象者に接種券等を送付してワクチン接種

を実施する。 

 

２ 接種対象者及び接種順位 

接種対象者は 12歳以上の区内に住民登録のある方であり、接種順位は重症化

リスクの大きさ等を踏まえ、国が示す基準に基づき定める。 

順位 対象者 想定者数 備考 

１ 医療従事者 約 6,800人 
・国の基準により算出 

・都が実施 

２ 高齢者 約 45,500 人  

３－１ 

基礎疾患を有する 60歳未満

の方 
約 18,600人 

国の基準により算出 
高齢者施設等に従事する60

歳未満の方 
約 3,600人 

３－２ 60歳～64歳の方 約 11,300 人  

４ 
上記以外の方 

（12歳～59歳の方） 
約 118,600 人  

２～４の合計 約 197,600 人 
区が実施を想定する 

対象者数 

（令和３年４月１日現在の住民基本台帳による人口） 

 ※上記想定者数には、国による大規模接種や、企業等による職域接種の接種者

も含まれている。 

 

３ 今後の見通し 

 別紙「予約・接種スケジュール」のとおり 
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